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「新潟観光ドライブパス」 利用約款 

 

第１条～第９条第４項 略 

 

第９条（請求等） 

５ クレジットカード会社または ETC カード事務局（ETC パーソナ

ルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいま

す。）が発行する請求書には、本商品の対象となる第８条２項に定め

る２回目以降の通行及び第８条３項②、③に定める通行にかかる走

行明細は記載されません。 

６ ETC パーソナルカードは、本商品の料金が適用される前の通行

料金を含めた未払債務の合計額が、デポジットの８０％相当額を上

回りますと、利用停止となる場合があります。 

 

 

【未払債務の合計額がご利用可能額を超える場合の例】 

別紙参照 

「新潟観光ドライブパス」 利用約款 

 

第１条～第９条第４項 略 

 

第９条（請求等） 

５ クレジットカード会社または ETC パーソナルカード事務局

（ETC パーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事

務局をいいます。）が発行する請求書には、本商品の対象となる第

８条２項に定める２回目以降の通行及び第８条３項②、③に定める

通行にかかる走行明細は記載されません。 

６ ETC パーソナルカードは、本商品の料金が適用される前の通行

料金を含めた未払債務の合計額が、ETC パーソナルカード利用規約

に定める利用限度額を上回りますと、利用停止となる場合がありま

す。 

 

【未払債務の合計額がご利用可能額を超える場合の例】 

別紙参照 



 

第１０条～第１６条 略 

 

附則 

この約款は、令和４年１１月１７日（木）１４時から施行します。

なお、この約款の施行の際現に改定前の約款による本商品の申込み

が完了している申込者についても、この約款の規定を適用します。 

 

別表（１）～（４） 略 

別紙 下記の通り 

 

第１０条～第１６条 略 

 

附則 

この約款は、令和５年３月１日（水）から施行します。なお、こ

の約款の施行の際現に改定前の約款による本商品の申込みが完了し

ている申込者についても、この約款の規定を適用します。 

 

別表（１）～（４） 略 

別紙 下記の通り 



  

（下線は変更部分を示す。） 


